
２．入札に参加する者に必要な資格

入　　札　　公　　告

落札方式

１．入札に付する事項

四條畷市　大字上田原　地内

四條畷市内に本店で登録していること。

下記のとおり条件付き一般競争入札を行うので公告する。

四條畷市告示第53号

四條畷市長　東　　修　平

事前公表

事前公表

令和６年度において、四條畷市建設工事等入札参加有資格者名簿の建設工事許可業種「土木一式」で登
録していること。

建設工事許可業種

工事名

予定価格

契約締結日の翌日　　から　９０日間

管布設工（Vuφ１５０mm）Ｌ＝５３．４０ｍ　ｌ＝５２．２０ｍ
マンホール工（塩ビ製φ３００ｍｍ）　　３基
汚水桝設置　１箇所
舗装本復旧　一式

最低制限価格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれにも該当しない者であるこ
と。

地域要件

共通事項

四條畷市建設工事等指名停止要綱第２条の規定による指名停止期間中でないこと。

四條畷市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係
者でないこと。

　 既に本市が発注した条件付き一般競争入札に参加し、落札した者は、次に掲げる期間内においては本
入札への参加の申出はできない。
ア　落札した日から当該落札に係る工事請負契約を締結する日まで
イ　落札に係る工事請負契約締結の日から当該工事完了の日（検査結果の通知日をいう。）まで。ただし、
本市内に本店を置き建設工事の適正な施工のために、工事現場に配置する技術者（主任技術者、監理技
術者）を２名以上雇用し、かつ、ア、イの期間内に条件付き一般競争入札で落札した回数が１回以内の者
はこの限りでない。
　工事現場に配置する技術者については公告日前３箇月を超える恒常的雇用関係が確認できる書類を提
出するものとする。

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の申立てを
していない者又は申立てをなされていない者であること。

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始申立てをしていない者又は更生手続開始
申立てをなされていない者であること。

参加要件

最低制限価格

大字上田原汚水管布設工事

令和6年5月2日

工事場所

工期

工事概要

一般建設業又は特定建設業の許可を受けていること。＜下請契約の請負代金の額が4,500万円（建築一
式工事は、7,000万円）以上となる場合は特定建設業の許可が必要となります。＞

直接雇用する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
※請負代金額が4,000万円（建築一式工事は8,000万円）以上の建設工事については、主任技術者を専任
で配置すること。
※下請契約の請負代金の額が4,500万円（建築一式工事は、7,000万円）以上の建設工事については監理
技術者（監理技術者資格者証の所有者）を専任で配置すること。

実績要件なし

（公印省略）



３．発注スケジュール

四條畷市中野本町１番１号　四條畷市総務部総務課

四條畷市中野本町１番１号　四條畷市総務部総務課

午後２時

４．入札参加資格事後審査における提出書類

５．内訳書の提出

６．保証金について

７．支払条件

８．その他

９．問い合わせ先

設計書及び通知書の配付日時 令和6年5月15日(水) 午後１時から午後５時まで

質疑書提出場所

令和6年5月22日(水) 午前１０時から午前１１時まで

令和6年5月23日(木) 午前１０時から午前１１時まで

入札日時 令和6年5月29日(水) ※日時に遅れた者は,本入札に参加することができない。

設計書：

質疑書提出日時

回答書配付日時

四條畷市中野本町１番１号　四條畷市都市整備部　下水道河川課

通知書：

　※通知書及び設計図書は、大容量ファイル送受信サービスで配布します。

設計書及び通知書の配付場所

④入札時に内訳書の提出がない者のした入札については無効とする。

　四條畷市中野本町１番１号

　四條畷市役所東別館２階　201会議室
入札場所

工事の内容

四條畷市役所都市整備部下水道河川課
所在地　〒575-8501　四條畷市中野本町１番１号
電　話　　０７２－８７７－２１２１（内線４３８）
　　　　　　０７４３－７１－０３３０（内線４３８）

その他事項

内訳書の提出

①内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。

中間前払金 無

提出期限
　落札候補者となった者は令和６年５月３０日（木）の午後５時までに以下の書類を提出し、入札参加資格
の審査を受けなければならない。なお、期限までに申請書類を提出しない者は失格とする。

提出書類

　ア　入札参加資格審査申請書

　イ　配置予定の技術者の資格及び直接雇用（3箇月以上）を証する書面の写し

　※第二、三順位の落札候補者への通知については、第一候補者が失格となった場合のみ通知するものとする。

入札保証金

契約条項等の閲覧
財務規則及び四條畷市工事請負契約約款については、閲覧することができる。( 閲覧場所 四條畷市中野
本町１番１号 四條畷市総務部総務課)

四條畷市財務規則（以下「財務規則」という。）第９０条第２号の規定により免除とする。

前払金

部分払

無

無

契約の締結に際しては、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、
財務規則第１０４条第１号又は第２号に該当するときは、契約保証金の納付を免除する。

契約保証金

四條畷市役所総務部総務課
所在地　〒575-8501　四條畷市中野本町１番１号
電　話　　０７２－８７７－２１２１（内線３３５）
　　　　　　０７４３－７１－０３３０（内線３３５）

(1)  入札参加者は、条件付き一般競争入札心得を遵守すること。
(2)　辞退等により入札参加者が１者になったときは、本件の入札執行を取りやめる。
(3)　最低賃金法（昭和３４年法律１３７号）及びその他関係法令を遵守すること。
(4)　契約時に、労災保険成立証明書、建設業退職金共済組合掛金収納書、誓約書、を提出すること。

公告の内容

②内訳書には社名を記入すること。

③内訳書は、設計書の本工事費内訳書部分を作成して、入札書の投入の際に提出すること。

※条件付き一般競争入札参加申出書等は、持参又は提出フォームで提出してください。

　 ②経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し

　 ③入札参加資格チェック表
提出資料

提出フォーム https://logoform.jp/form/oZYA/94115

※①は押印不要です。

申出書受付場所

   ①条件付き一般競争入札参加申出書

令和6年5月2日(木) から 令和6年5月13日(月) までの午前９時から午後５時まで

ただし、上記期間に四條畷市の休日に関する条例（平成2年10月1日条例第17号）第2条第1項各号に規定
する休日が含まれる場合はその日を除く。

申出書受付期間

   四條畷市中野本町１番１号　四條畷市総務部総務課　

申出書配布場所 　 四條畷市中野本町１番１号　四條畷市総務部総務課　（ホームページからダウンロードできます。）

申出書配布期間 令和6年5月2日(木) から 令和6年5月10日(金) までの午前９時から午後５時まで

https://logoform.jp/form/oZYA/94115

